横浜市アマチュア無線非常通信協力会　青葉区支部規約

第１章　総　　則

（名称）

第１条　　本支部は、横浜市アマチュア無線非常通信協力会規約（以下「協力会規約」という）第１４条に基づき、横浜市青葉区の行政区を単位として、横浜市アマチュア無線非常通信協力会青葉区支部（以下「本支部」という）と称する。

（事務局）

第2条 本支部は、事務局を役員会の議決により定める所に置く。

第２章　目的及び事業

（目的）

第３条　　本支部は、協力会規約規約第３条（本会は、横浜市との協定により、非常災害時においてアマチュア無線通信による災害情報の収集、伝達に協力することを目的とする。）と、アマチュア無線の健全な発展と会員相互の友好を促進することを目的とする。

（事業）

第４条　　本支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１）横浜市（以下「市」という）及び青葉区（以下「区」という）が行う防災訓練への協力。

（２）市及び区の行う行事の無線通信に関する事項への協力。

（３）会員に対する研修、技術向上、施設整備に関する事項。

（４）青葉区役所クラブ局の無線通信連絡網の確保、非常無線通信訓練など、その運営に関する事項。

（５）その他、目的達成に必要な事項。

第３章　会　員

（会員）

第５条　　本支部の会員は、協力会規約に準じ、青葉区役所クラブ構成員を兼ねるものとする。

２　入会手続き等は、協力会規約第６条・第８条による。

３　会員証は、協力会規約規約第７条（本会は、入会した者を会員として登録し、会員証を発行する。）による。

（役員）

第６条　　本支部に次の役員を置く。

（１）支部長　　　　　　１人

（２）副支部長　　　　　２人以内

（３）理事　　　　　　　１０人以内（支部長、副支部長を含む）

（４）監事　　　　　　　２人以内

（役員の責務）

第７条　　本支部の役員は、支部の運営をつかさどり、その職務は、次のとおりとする。

（１）支部長は、本支部を代表し会務を統括すると共に、協力会規約第１１条第４項に則り業務を遂行する。

（２）副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行する。

（３）理事は、支部長、副支部長を補佐し、支部の業務を処理する。

（４）監事は、本支部の業務及び会計を監査する。

（役員の選出）

第8条 役員は、総会にて選出する。

役員の任期は原則２年とし再任を妨げないが、２期までを限度とする。

　　　　　ただし、任期満了後の役員は役員会の推薦により相談役として引き続き

　　　　　支部の運営等の補佐をすることができる。

第４章　組織と運営

（会議）

第９条　　協力会規約第１５条３項に基づき、支部総会、支部役員会、その他必要な会議とし、支部長が召集する。

（活動）

第１０条　第４条の事業活動は、突発的な活動を除き、会員相互の協力により実施する。

２　災害が発生した場合は、「災害時非常無線通信の協力に関する協定」により、協力会会長・支部長の指示により非常通信を行う。

第５章　資産及び会計

（会費）

第１１条　本支部の経費は、会員の会費と寄付により賄う。

　　　２　会費は年間５００円とする。

　　　３　納入された会費は、如何なる場合でも返却しない。

　　　４　家族会員制度を設け、家族会員はその人数にかかわらず会費の納入を免除

　　　　　する。ただし、総会その他の案内等は一世帯につき一通とする。

　　　５　臨時会費が必要となった場合は、総会の決議を経て徴収するものとする。

（資産・会計年度）

第１２条　資産・会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（資 産）

第１３条　本支部の資産は次に掲げるものとする。　

（１） 本支部に対する補助金・歳入金・寄贈品並びにこれに準ずる証券および利子。

（２） 本支部が購入または作成した機材。

（３） その他、議決により決定した金品。

（資産の管理）

第１４条　本支部の資産は、支部長の責任において管理し、定例の支部総会時に公示する。

第６章　規約の改正

（改正の手続き）

第１５条　この規約の改正は、本支部構成員の２分の１以上が出席した総会で、過半数による議決を要する。ただし、委任状をもってこれにかえることができる。

　　　　　なお、協力会規約が改定された場合は、支部規約の条項等も連動して読み替える。

第７章　雑　　則

第１６条　本支部規約は協力会規約（平成１６年６月１８日施行）に基づいて制定する。

２　　協力会規約と支部規約に競合が生じた場合、協力会規約を優先する。

附　　則　本規約は平成１６年８月２９日より施行する。

　　　　　平成１９年６月１０日　第一次改訂       
